
土路今一色線地域旅客運送サービス継続事業実施方針 

 

地域旅客運送サービス継続事業の実施に関して、必要な事項を以下のとおり

定める。 

 

１ 目的 

 三重交通株式会社が運行する土路今一色線の維持が困難となっている状況を

受け、影響を受ける住民の日常生活に必要な移動手段を確保するため、地域旅客

運送サービス継続事業を実施する者を公募するための方針を定める。 

 

２ 実施事業 

 土路今一色線地域旅客運送サービス継続事業 

 

３ 実施計画 

(１)実施区域 

  伊勢市：東豊浜町、樫原町、西豊浜町、御薗町上條、磯町、御薗町高向、大

世古、一之木、宮後、吹上、河崎、神久、黒瀬町、通町、一色町、

二見町溝口、二見町山田原、二見町西、二見町今一色 

(２)事業を実施する路線等において現に実施されている一般乗合旅客自動車運 

  送事業の状況 

<現行のサービス内容> 

 ①路線：土路今一色線(停留所一覧は図１のとおり、現行の路線図は図２のと

おり、赤路線：事業を実施する路線) 

②運賃：「土路今一色線運賃表」（図３）のとおり 

③運行便数 

起点 

 

平日 土曜 日曜 事業者名 事業の種類 運行の態様 

往 復 往 復 往 復 

今一色 

⇔土路 

５ ５ ５ ５ ５ ５ 三重交通

株式会社 

一般乗合旅客自

動車運送事業 

路線定期運

行 

起点 

 

平日 土曜 日曜 事業者名 事業の種類 運行の態様 

往 復 往 復 往 復 

宇治山田駅

前⇔土路 

１ １ １ １ １ １ 三重交通

株式会社 

一般乗合旅客自

動車運送事業 

路線定期運

行 



  ④ダイヤ：「土路今一色線時刻表」（図４）のとおり 

(３)(２)の路線等において地域旅客運送サービスの維持を図るために引き続き

実施する運送に係る運送機関の種類、態様、その他の内容 

<引き続き実施するサービスの内容> 

①運送機関の種類：一般乗合旅客自動車運送事業 

②運送の態様：路線定期運行 

現行の路線の運行経路をベースに、 

・一部の便が、「プライスカット伊勢二見店」を経由するようにする。 

・一部の便が、「野依」を経由するようにする。（図５を参照） 

③運行区間：今一色⇔土路 

④運賃：提案するサービスに適した運賃の提案。ただし、最終的には選定した

運行予定事業者と協議し、決定する。なお、上記運賃については、伊

勢地域公共交通会議の協議を踏まえ計画期間中に変更する場合があ

る。 

⑤路線：一般乗合旅客自動車運送事業者による継続（図２を参照） 

⑥運行便数：現行の運行便数を基本とするが、現行の運行便数と異なる提案を

妨げるものではない。 

⑦ダイヤ：移動需要及び利用状況を考慮したダイヤの提案を求める。特に、本

路線は伊勢市の東豊浜地区から伊勢市中心部を経由して旧二見町

までを結ぶ路線であり、伊勢市中心市街地への通学や買い物、伊勢

赤十字病院や伊勢ひかり病院への通院及び市内コミュニティバス

への接続に配慮したダイヤの提案を求める。 

⑧運行車両：車両(定員 25 名以上かつノンステップバス等バリアフリーに対

応したもの)は運行開始までに提案事業者が調達すること。 

⑨運転士：提案する運行サービスに必要な運転士は、提案事業者が確保するこ

と。 

⑩バス停留所：バス停留所に関する以下の事項については提案事業者が対応

すること。 

・バス停留所設置に係る費用 

・バス停留所の占用許可申請に係る手続き 

・バス停留所の保守管理 

⑪その他 

・上記①～⑩に基づく提案を優先して、運行予定事業者を評価する。 



・提案にあたっては、利用者の利便性と事業の継続性について、両方の側面か

ら検討し、提案すること。 

・実施方針に示す事項に固執することなく、企画提案者の知識、経験等を踏ま

え、留意事項、指摘事項等を示すなど、当該業務が地域住民等の利便性を向

上させる取組を企画提案すること。例：実施方針に示す運行ルート以外のル

ート提案(変更・延伸等)、他路線との調整(ルート・ダイヤ)による便数増加

策など。 

・運行サービスの詳細、車両調達方法及びその他運行に必要な事項について

は、提案内容に基づき、選定した運行予定事業者と協議して決定する。 

・上記②～⑦の内容については、利用の実態や社会情勢の変化に応じ、地域旅

客運送サービス継続事業の関係者との協議のうえ、計画期間中に変更する

場合がある。 

 

４ 継続旅客運送を実施する者の条件 

 企画提案者に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

(１)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４の規定に該当しな

いこと。 

(２)民事再生法(平成 11年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てをした

者にあっては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成 14 年

法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画

の認可がなされていない者でないこと。 

(３)国税及び地方税(三重県税、伊勢市税)の滞納をしている者でないこと。 

(４)企画提案募集に係る公告の日から運行予定事業者選定の日までの期間に、

三重県、伊勢市の指名競争入札において指名停止措置を受けていないこと。 

(５)道路運送法(昭和 26年法律第 183号)第 4条に定める一般乗合旅客自動車運

送事業の許可を取得している者で、運行管理及び緊急対応を迅速に遂行で

きる体制を整えること。 

(６)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。

以下「法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」とい

う。)に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。 

①法第 2条第 6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 

②法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者

が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 



③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって暴力団の利用等をしている者 

④暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

⑤暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑥暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

⑦暴力団及び①から⑥までに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しよう

とする者 

(７)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を

脅かすおそれのある団体に属する者に該当しないこと。 

 

５ 地方公共団体による支援の内容 

 運行事業者に対し以下の通り支援を実施する。なお、(１)、(２)、(３)につい 

て、補助対象期間は各補助金の規定に定められた１年間とし、補助金の交付は当 

該補助対象期間が終了した会計年度の２～３月頃を原則とする。 

(１)国庫補助金(地域公共交通確保維持改善事業費補助金)を活用する。 

(２)三重県補助金(三重県地域間幹線系統確保維持費補助金)を活用する。 

(３)運賃収入及び国庫補助金、三重県補助金で賄えない運行実施に必要な経費

(運行に係る経費等)の一部又は全額を伊勢市で支援する。※負担事項及び

負担額については、選定した運行予定事業者と協議し決定する。 

(４)利用者の利便性向上のための取組について支援する。 

(５)バスの利用促進に関して以下の取組を実施する。 

・市民・転入者・移住希望者へのバス路線情報の提供 

・コミュニティバス等の利便性の向上・乗継の強化 

 

６ 実施予定期間 

 令和８年１０月１日から令和１１年３月３１日まで 

 ※三重県地域公共交通計画の期間満了まで。事業の実施状況等によっては事

業期間を変更する場合もある。 

 

７ 公募の期間 

 令和８年２月９日～令和８年３月６日 

 



８ 継続旅客運送を実施する者の選定方法 

選定方法は、土路今一色線地域旅客運送サービス継続事業募集要領に基づく

公募型のプロポーザル(企画提案)方式とし、参加資格の確認を受けた者から提

出された企画提案書の内容について、伊勢地域公共交通会議内に設置される地

域旅客運送サービス継続事業運行予定事業者選定分科会(以下「分科会」とい

う。)が「評価基準」に基づいて評価し、最も高い評価を受けた企画提案を行っ

た者を運行予定事業者として選定する。 

 

９ その他必要な事項 

<提出書類> 

①土路今一色線に関する情報提供依頼書(様式１)(運行データ等必要ない場合 

は提出不要) 

 企画提案書作成につき、必要な土路今一色線の利用者データ等は、４の要件を 

満たす事業者に提供する。 

【提供する情報】 

・乗降調査結果(令和４年～令和７年) 

・路線運行に係る経常費用、経常収益、欠損(国庫補助金申請資料より) 

・その他提案に必要な情報(伊勢市又は三重県より提供可能な情報に限る) 

②参加表明書(様式２) 

③企画提案書(様式３) 

④誓約書(様式４) 

⑤財務諸表 

⑥道路運送法第４条一般乗合旅客自動車運送事業許可証の写し 

⑦国税及び三重県税、伊勢市税（地方税）の納税証明書 

 ・国税：未納の税額がないことの証明 

 ・三重県税・伊勢市税（地方税）：滞納がないことの証明 

 ※発行日から３箇月以内のもの。コピー可 

⑧共同企業体で参加の場合 

 ・共同企業体届出書兼委任状(様式５) 

 ・共同企業体協定書 
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※伊勢市駅・宇治山田駅周辺の経路について
　土路発　今一色・宇治山田駅前行き：青矢印のとおり
　今一色・宇治山田駅前発　土路行き：黒矢印のとおり

土路今一色線 路線図

土路

伊勢ひかり病院

伊勢市駅前

今一色

※地理院タイルを加工して作成

現行の路線図
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※拡大図

伊勢市駅前

宇治山田駅前

※
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〈土路今一色線運賃表〉

2024年12月16日改正 通り口 200 250 330

二軒茶屋 200 270 330 400

850

今一色

西 200

汐合 200 240

540 570 620 680 740 790360 410 410 460 490 490

570 640 710 750 810

土路 200 230 250 290

370 420 440 440 500 530

580 650 700 760
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350 380 380 430 470 510
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Administrator
テキストボックス
図３







系統番号　１２　土路今一色線（全日）　　2025/10/01改正

平日

土日祝

土 路 … 7:00 9:25 11:35 13:35 15:35 18:00 どろ

Ｆ 漁 協 前 … 7:00 9:25 11:35 13:35 15:35 18:00 ふりーぎょきょうまえ

豊 浜 農 協 前 … 7:01 9:26 11:36 13:36 15:36 18:01 とよはまのうきようまえ

西 条 口 … 7:02 9:27 11:37 13:37 15:37 18:02 にしじようぐち

上 條 三 軒 屋 … 7:02 9:27 11:37 13:37 15:37 18:02 かみじょうさんげんや

磯 … 7:04 9:29 11:39 13:39 15:39 18:04 いそ

磯 口 … 7:05 9:30 11:40 13:40 15:40 18:05 いそぐち

豊 浜 大 橋 … 7:06 9:31 11:41 13:41 15:41 18:06 とよはまおおはし

高 向 北 … 7:08 9:33 11:43 13:43 15:43 18:08 たかぶくきた

伊 勢 ひ か り 病 院 … 7:10 9:35 11:45 13:45 15:45 18:10 いせひかりびょういん

宮 町 駅 口 … 7:10 9:35 11:45 13:45 15:45 18:10 みやまちえきぐち

大 世 古 … 7:12 9:37 11:47 13:47 15:47 18:12 おおせこ

尼 辻 … 7:13 9:38 11:48 13:48 15:48 18:13 あまつじ

新 道 … 7:13 9:38 11:48 13:48 15:48 18:13 しんみち

伊 勢 市 駅 前 … 7:15 9:40 11:50 13:50 15:50 18:15 いせしえきまえ

吹 上 町 … 7:17 9:42 11:52 13:52 15:52 18:17 ふきあげちよう

宇 治 山 田 駅 前 … 7:18 9:43 11:53 13:53 15:53 18:18 うじやまだえきまえ

宇 治 山 田 駅 前 … 7:20 9:45 11:55 13:55 15:55 うじやまだえきまえ

吹 上 町 … 7:23 9:48 11:58 13:58 15:58 ふきあげちょう

伊 勢 市 駅 北 口 … 7:24 9:49 11:59 13:59 15:59 いせしえききたぐち

河 崎 町 … 7:25 9:50 12:00 14:00 16:00 かわさきちよう

河 崎 百 五 前 … 7:26 9:51 12:01 14:01 16:01 かわさきひゃくごまえ

河 崎 町 東 … 7:26 9:51 12:01 14:01 16:01 かわさきちょうひがし

伊 勢 工 高 前 … 7:27 9:52 12:02 14:02 16:02 いせこうこうまえ

神 久 町 … 7:28 9:53 12:03 14:03 16:03 じんきゅうちょう

東 谷 医 院 前 … 7:29 9:54 12:04 14:04 16:04 ひがしたにいいんまえ

二 軒 茶 屋 … 7:29 9:54 12:04 14:04 16:04 にけんぢゃや

黒 瀬 町 … 7:30 9:55 12:05 14:05 16:05 くろせちょう

浜 郷 小 学 校 前 … 7:31 9:56 12:06 14:06 16:06 はまごうしょうがっこうまえ

通 り 口 … 7:32 9:57 12:07 14:07 16:07 とおりぐち

汐 合 … 7:35 10:00 12:10 14:10 16:10 しわい

西 団 地 前 … 7:37 10:02 12:12 14:12 16:12 にしだんちまえ（いせ）

西 … 7:38 10:03 12:13 14:13 16:13 にし

廣 道 … 7:41 10:06 12:16 14:16 16:16 ひろみち

西 浜 … 7:42 10:07 12:17 14:17 16:17 にしはま

今 一 色 … 7:44 10:09 12:19 14:19 16:19 いまいっしき

平日

土日祝

今 一 色 8:12 10:22 12:38 14:30 17:00 いまいっしき

西 浜 8:12 10:22 12:38 14:30 17:00 にしはま

廣 道 8:13 10:23 12:39 14:31 17:01 ひろみち

西 8:16 10:26 12:42 14:34 17:04 にし

西 団 地 前 8:17 10:27 12:43 14:35 17:05 にしだんちまえ（いせ）

汐 合 8:19 10:29 12:45 14:37 17:07 しわい

通 り 口 8:21 10:31 12:47 14:39 17:09 とおりぐち

浜 郷 小 学 校 前 8:23 10:33 12:49 14:41 17:11 はまごうしょうがっこうまえ

黒 瀬 町 8:23 10:33 12:49 14:41 17:11 くろせちょう

二 軒 茶 屋 8:24 10:34 12:50 14:42 17:12 にけんぢゃや

東 谷 医 院 前 8:24 10:34 12:50 14:42 17:12 ひがしたにいいんまえ

神 久 町 8:25 10:35 12:51 14:43 17:13 じんきゅうちょう

伊 勢 工 高 前 8:26 10:36 12:52 14:44 17:14 いせこうこうまえ

河 崎 町 東 8:26 10:36 12:52 14:44 17:14 かわさきちょうひがし

河 崎 百 五 前 8:27 10:37 12:53 14:45 17:15 かわさきひゃくごまえ

河 崎 町 8:28 10:38 12:54 14:46 17:16 かわさきちよう

伊 勢 市 駅 北 口 8:29 10:39 12:55 14:47 17:17 いせしえききたぐち

宇 治 山 田 駅 前 8:32 10:42 12:58 14:50 17:20 うじやまだえきまえ

宇 治 山 田 駅 前 8:33 10:43 12:59 14:51 17:21 18:50 うじやまだえきまえ

吹 上 町 8:34 10:44 13:00 14:52 17:22 18:51 ふきあげちよう

伊 勢 市 駅 前 8:37 10:47 13:03 14:55 17:25 18:54 いせしえきまえ

新 道 … 8:38 10:48 13:04 14:56 17:26 18:55 しんみち

尼 辻 … 8:38 10:48 13:04 14:56 17:26 18:55 あまつじ

大 世 古 … 8:40 10:50 13:06 14:58 17:28 18:57 おおせこ

宮 町 駅 口 … 8:43 10:53 13:09 15:01 17:31 19:00 みやまちえきぐち

伊 勢 ひ か り 病 院 … 8:44 10:54 13:10 15:02 17:32 19:01 いせひかりびょういん

宮 町 駅 口 … 8:44 10:54 13:10 15:02 17:32 19:01 みやまちえきぐち

高 向 北 … 8:48 10:58 13:14 15:06 17:36 19:05 たかぶくきた

豊 浜 大 橋 … 8:50 11:00 13:16 15:08 17:38 19:07 とよはまおおはし

磯 口 … 8:52 11:02 13:18 15:10 17:40 19:09 いそぐち

磯 … 8:53 11:03 13:19 15:11 17:41 19:10 いそ

上 條 三 軒 屋 … 8:53 11:03 13:19 15:11 17:41 19:10 かみじょうさんげんや

西 条 口 … 8:55 11:05 13:21 15:13 17:43 19:12 にしじようぐち

豊 浜 農 協 前 … 8:56 11:06 13:22 15:14 17:44 19:13 とよはまのうきようまえ

Ｆ 漁 協 前 … 8:56 11:06 13:22 15:14 17:44 19:13 ふりーぎょきょうまえ

土 路 … 8:57 11:07 13:23 15:15 17:45 19:14 どろ
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※伊勢市駅・宇治山田駅周辺の経路について
　土路発　今一色・宇治山田駅前行き：青矢印のとおり
　今一色・宇治山田駅前発　土路行き：黒矢印のとおり

土路今一色線 路線図

土路

伊勢ひかり病院

伊勢市駅前

今一色

※地理院タイルを加工して作成

野依

プライスカット

伊勢二見店

想定される路線図例

伊勢市駅前

宇治山田駅前
野依を経由しない

便の経路

野依を経由する便の経路

プライスカット伊勢二見

店を経由する便の経路

プライスカット伊勢

二見店を経由しない

便の経路

※

※拡大図

宇治山田駅前
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